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電気通信紛争処理委員会（第１１８回）議事録 

 

１ 日時 

平成２３年１２月７日（水）午前１０時０２分から午前１１時２６分まで 

 

２ 場所 

共用会議室１（総務省１０階） 

 

３ 出席者 

(1) 委員 

坂庭 好一（委員長）、渕上 玲子（委員長代理）、尾畑 裕、各務 洋子（以上 

４名） 

 (2) 特別委員 

   小塚 荘一郎、白井 宏、寺澤 幸裕、若林 亜理砂、若林 和子（以上５名） 

(3) 総務省 

  川端 達夫 総務大臣 

小笠原 倫明 総務審議官 

犬童 周作 総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課市場評価企画官   

 (4) 事務局  

岡﨑 俊一 事務局長、副島 一則 参事官、鈴木 一広 紛争処理調査官、 

浅井 直人 上席調査専門官、濵﨑 末盛 上席調査専門官 

 

４ 議題及び議事概要 
 議事に先立ち、川端総務大臣から挨拶が行われた。 

(1) あっせん委員及び仲裁委員対象者の指定について【公開】 

    特別委員１０名全員が、委員会のあっせん及び仲裁委員の対象者として指定された。 

(2) 電気通信事業紛争処理マニュアルの改訂について【公開】 

    電気通信事業紛争処理マニュアルの改訂について審議し、案のとおり決定した。 

 (3) 第３回国際通信調停フォーラム等の報告について【公開】 

    第３回国際通信調停フォーラム等の報告について、各務委員及び事務局から報告を

受け、質疑応答及び意見交換を行った。 

 (4) 電気通信事業分野における競争状況の評価２０１０の概要について（総合通信基

盤局からの説明）【公開】 

電気通信事業分野における競争状況の評価２０１０の概要について、総合通信基

盤局から説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。 

(5) その他【公開】 

次回委員会の日程等については、事務局において別途調整の上、周知することと
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した。 

(6) あっせん事案について【非公開】 

あっせん事案について 事務局から報告を受け、質疑応答及び意見交換を行った。 

 

※ 議題(6)については、会議を公開することにより、当事者若しくは第三者の権利利

益を害するおそれがあるため、電気通信紛争処理委員会運営規程第１６条第１項の規

定に基づき、非公開で開催した。また、同様の理由により、電気通信紛争処理委員会

運営規程第１７条第１項及び第１８条第１項の規定に基づき、議題(6)についての会

議の議事録及び使用した資料を非公開とする。 

 

５ 議題内容 

＜開会【公開】＞ 

【坂庭委員長】  それでは、ただいまから電気通信紛争処理委員会の第１１８回の会議

を開催させていただきます。 

 本日は委員４名が出席してございますので、定足を満たしてございます。また、５名の

特別委員にも出席いただいております。 

 本日の会議は一部非公開で開催いたします。また、本日は川端総務大臣にお越しいただ

いておりますので、議題に先立ちまして御挨拶をちょうだいしたいと思います。 

 それでは総務大臣、よろしくお願いいたします。 

 

＜川端総務大臣の挨拶【公開】＞ 

【川端総務大臣】  皆さん、おはようございます。総務大臣の川端達夫でございます。

今日はお集まりいただきましてありがとうございます。電気通信紛争処理委員会の開催に

当たりまして、一言御挨拶を申し上げたいと思います。 

 この委員会自体は平成１３年に、電気通信事業者間の紛争を処理するために、専門の皆

さんでスタートして、いろいろな紛争処理を含めて、この間には随分と目まぐるしく時代

が変わりました。１０年前にはブロードバンドも、それは何のことだろうという時代であ

ったのかなと思いますし、特に最近では地デジという大事業がありまして、地域のケーブ

ル局を含めて、まさに新しい時代に入ったということで、この間にはある種のトラブルと

いいますか、紛争もたくさんあったと思います。そういうことにもきめ細かくいろいろと

ご対応いただいていることに心から感謝を申し上げたいと思います。 

 中立公正な第三者機関でございます。迅速、公正な紛争の解決、同時に、特にこのごろ
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は時代の風潮として、本当に国民１人１人の権利をしっかりと守るために法律はあるんだ

ということでもございます。今日までの御活躍にお礼を申し上げるとともに、我々は電気

通信行政にかかわる者でありますけれども、これからもぜひとも、いろんな大所高所から、

国民のためにしっかりとした、行政の円滑な運営のためにご尽力いただくことをお願い申

し上げて冒頭の御挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

【坂庭委員長】  どうも御挨拶ありがとうございました。 

 総務大臣はこの後、御用務のために御退席なさいます。本日は誠にありがとうございま

した。 

【川端総務大臣】  ありがとうございました。またどうぞよろしくお願いします。 

 

＜特別委員の紹介【公開】＞ 

【坂庭委員長】  それでは議事に入ります前に、今回特別委員の改選が行われておりま

すので、事務局から御紹介をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

【副島参事官】  １１月２９日が特別委員の皆さんの任期満了日でございました。小野

特別委員、加藤特別委員、白井特別委員、寺澤特別委員、樋口特別委員、森特別委員及び

若林特別委員のこれまでの７名の方は、引き続き１１月３０日付で御就任いただいており

ます。それに加えまして、小塚特別委員、今日御欠席ですが近藤特別委員、それから若林

特別委員の３名の方が新しく就任されております。 

 配付資料に資料１としまして、５名の委員と特別委員、今日の時点で１０名になります

けれども、名簿を添付しておりますので、御覧いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

【坂庭委員長】  どうもありがとうございます。 

 新しく就任された特別委員お二人が本日出席いただいておりますので、自己紹介を兼ね

て一言ずつ御挨拶をいただきたいと思います。小塚特別委員、続いて若林特別委員の順で

お願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

【小塚特別委員】  学習院大学で法律を教えております小塚でございます。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

【若林（和）特別委員】  このたび就任させていただきました、公認会計士をしており

ます若林和子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

【坂庭委員長】  どうもありがとうございました。 
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＜議題（１）あっせん委員及び仲裁委員対象者の指定について【公開】＞ 

【坂庭委員長】  それでは早速ですが、お手元に配付いただいている議事次第に従って

議事を進めてまいりたいと思います。 

 議題１から５につきましては公開、議題６につきましては、係争中の個別事業者間の協

議状況等を含む説明があったり、あるいはそれに関する質疑応答等を予定してございます

ので、当委員会の運営規程第１６条第１項の規定に基づきまして、非公開で開催させてい

ただきます。したがいまして、傍聴者の皆様には、恐縮ですが、非公開とする審議が始ま

ります前に退出していただくことになりますので、よろしくお願いいたします。 

 では、議題１のあっせん委員及び仲裁委員対象者の指定についてということで、事務局

からこれも御説明をお願いいたします。 

【副島参事官】  説明させていただきます。資料２－１と資料２－２でございます。 

 あっせんにつきましては、電気通信事業法第１５４条第３項に「委員会によるあつせん

は、委員会の委員その他の職員（委員会があらかじめ指定する者に限る。次条第３項にお

いて同じ。）のうちから委員会が事件ごとに指名するあつせん委員が行う。」という条文が

ございます。つまり、委員会の委員その他の職員、その他の職員が特別委員に相当すると

いうことでございまして、委員と特別委員の中からあらかじめ指定しておきまして、その

中から個別の事案によって、委員会があっせん委員あるいは仲裁委員として指名する仕組

みになってございます。 

 それから、委員会令の第７条に「委員会は、事業法第１５５条第３項の規定による委員

会の委員その他の職員の名簿を作成しなければならない。」と規定されております。資料２

－１でございますけれども、これが名簿という形で、今現在もホームページで公開してお

りまして、仲裁とあっせんの指名をされる委員のプールになっているということでござい

ます。これを見て、こういった方から仲裁委員を当事者が選定することにもなるというこ

とでございます。 

 資料２－２は、関係の条文をつけてございます。 

 ということで、従来からあっせん委員及び仲裁委員の対象者の指定におきましては、委

員全員及び特別委員全員を指定していただいておりますので、今回も同様でいかがかと思

ってございます。このことにつきまして御審議をお願いしたいと思います。 

【坂庭委員長】  ありがとうございました。今の御説明について、御質問等ございまし

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8c%dc%8b%e3%96%40%94%aa%98%5a&REF_NAME=%8e%96%8b%c6%96%40%91%e6%95%53%8c%dc%8f%5c%8c%dc%8f%f0%91%e6%8e%4f%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000015500000000003000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000015500000000003000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000015500000000003000000000000000000
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たらお願いいたします。 

 よろしゅうございますでしょうか。ございませんようでしたら、今の副島参事官からの

説明にもありましたように、なるべくたくさんの方に登録いただいて紛争に対応できるよ

うにということで、１０名の特別委員の皆様全員を指定することにさせていただきたいと

思いますが、よろしゅうございますでしょうか。 

 ありがとうございます。それでは、あっせん委員及び仲裁委員対象者の指定につきまし

ては、１０名の特別委員全員を指定することにさせていただきます。どうもありがとうご

ざいます。 

 

＜議題（２）電気通信事業紛争処理マニュアルの改訂について【公開】＞ 

【坂庭委員長】  続いて、議題２に入らせていただきたいと思います。議題２は「電気

通信事業紛争処理マニュアル」の改訂でございます。これも事務局から御説明をお願いい

たします。 

【鈴木紛争処理調査官】  調査官の鈴木でございます。私から説明させていただきます。

資料は資料３－１と３－２でございます。３－１に概要をまとめてございます。 

 今年の６月３０日に施行された法改正、放送法等の一部改正がございまして、当委員会

のあっせん・仲裁等の対象が拡大されました。そういったこと等も踏まえまして、今回「電

気通信事業紛争処理マニュアル」の改訂を行う予定としております。 

 改訂版の案が資料３－２でございますが、非常に大部でございまして、従来から引き続

きやっていただいている委員、特別委員の皆さんには事前に送らせていただいていること

もありまして、今日は資料３－１の概要でポイントを御説明させていただきます。 

 まず１点目ですが、マニュアルの名称を変更するということで、今まで「電気通信事業

紛争処理マニュアル」ということで、電気通信事業法に関する内容をまとめておりました

けれども、今回放送法、それから電波法の内容を入れることで、マニュアルの名称を「電

気通信紛争処理マニュアル」に変更させていただきたいと考えております。 

 それから、第Ⅰ部で手続解説という部分がありますけれども、ここで大きく２点改訂内

容がございまして、１点目が今年の６月３０日から当委員会のあっせん・仲裁等の対象に

なりました紛争について、あっせん・仲裁の対象となる紛争の種類の説明、それからあっ

せん・仲裁の申請書の様式等を追加するということでございます。 

 追加された中身が資料３－１の真ん中に書いてありますが、電気通信事業法の関係では、
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電気通信事業者間における電気通信設備設置用工作物の共用に関する紛争、それからコン

テンツ配信事業者等と電気通信事業者との間におけるコンテンツ配信事業等を営むに当た

って利用すべき電気通信役務の提供条件等に関する紛争、放送法の関係では、ケーブルテ

レビ事業者等と基幹放送事業者との間における地上基幹放送（地上テレビジョン放送）の

再放送の同意に関する紛争、これらが今年の６月３０日から当委員会の扱う紛争として追

加されておりますので、その説明を入れることにしております。 

 この３つのうち、放送法の関係の再放送の同意につきましては、大臣の裁定という制度

がございまして、その裁定手続の説明、それから申請書の様式も追加させていただいてお

ります。 

 それから、手続解説の２点目のポイントですけれども、従来「無線局紛争処理マニュア

ル」というマニュアルが別にございまして、これは「電気通信事業紛争処理マニュアル」

と法律別に作成していて、電波法の関係をまとめていたとものですけれども、今回、電波

法の関係も１つのマニュアルに統合するという考えで、電波法関係のあっせん・仲裁の対

象になる紛争の種類の説明や、あっせん・仲裁の申請書の様式もこのマニュアルに入れよ

うと考えております。この改訂に伴いまして、「無線局紛争処理マニュアル」は廃止させて

いただこうと考えております。 

 それから、第Ⅱ部に事例集成というセクションがございますが、ここにつきましては、

現行版以降の事例として１件追加させていただきたいと考えておりまして、大臣からの諮

問を受けて昨年７月８日に答申した、生活文化センターから申し立てを受けた接続協議の

再開命令に関する諮問に対する答申を事例として１件追加しております。 

 それから、現行版には電気通信事業法に基づく意見の申出の事例が２件載っていたので

すけれども、これは非常に古い事例でありまして、なおかつ意見申出自体は当委員会が直

接関与する手続ではございませんので、今回この意見申出の事例については削除させてい

ただきたいと考えております。 

 資料３－１の２ページ目に行っていただきまして、マニュアルの附属【関係資料】とい

う部分でございますが、委員・特別委員の名簿がついてございまして、これにつきまして

は現行版以降の異動、すなわち昨年１２月３日の委員の再任・新任、それから今年１１月

３０日の特別委員の再任・新任の内容を反映した委員・特別委員名簿に変更したいと考え

ております。 

 それから、窓口一覧という資料がついてございますが、これについては、従来電気通信
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事業法に関する手続の窓口だけを載せていたのですけれども、今回電波法、放送法の関係

も追加するということで、窓口一覧にも電波法、放送法のあっせん・仲裁、それから裁定

の申請窓口を追加することにさせていただきたいと思います。 

 それから、関係法令集成という部分がございまして、これについては２点変更がありま

して、１点目は、現行版では法律、政令、省令という順番で編集していたのですけれども、

今回電波法、放送法の関係も追加することになりましたので、分野ごとに電気通信事業法

関係、電波法関係、放送法関係といった形でまとめる構成に変更したいと考えております。 

 それから、従来かなり広めに法令を載せておりまして、総務省設置法とか民法とかの法

律も載っていたのですけれども、対象分野が広がったということで、分量が多くなること

で使いにくくなってくるのを避けるため、紛争処理手続の解説という観点から、当委員会

と関連が深い法令、条文に内容を絞って掲載させていただきたいと考えております。現行

の法令集成の部分は９５ページあるのですが、こういう見直しをしまして、電波法、放送

法の関係を追加して、今回、法令集成は６０ページとなります。 

 説明は以上でございます。 

【坂庭委員長】  どうもありがとうございました。何か御意見、あるいはコメントはご

ざいますでしょうか。 

 今回は変更点も多かったのではないかと思いますけれども、事務局が大変一生懸命つく

っていただいたもので、今後役に立つ資料だと思います。 

特に御意見ございませんでしょうか。 

 では、今説明いただいた案のとおりでマニュアルの改訂を行うことにさせていただきた

いと思います。どうもありがとうございました。以上で議題２は終了でございます。 

 

＜議題（３）第３回国際通信調停フォーラム等の報告について【公開】＞ 

【坂庭委員長】  議題３でございますが、第３回国際通信調停フォーラム等の報告につ

いてということで、各務先生と事務局の方から御説明をお願いしたいと思います。よろし

くお願いします。 

【各務委員】  それでは、私から感想を先に述べさせていただきまして、詳細に関しま

しては、同行していただきました事務局の上席調査専門官の浅井さんに御説明いただきた

いと思います。 

 私は初めて今回、第３回目の国際通信調停フォーラムに参加させていただきましたが、
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最初の印象は非常にすばらしい会議でございました。特に国際通信調停フォーラム自体の

企画がとても地道な取り組みで、日本とカナダ、イギリス、フランスといった各国の調停、

あるいは紛争の実態を率直に話す場を設けていることだけで非常に価値のあるものだと思

いました。昨年は渕上先生が行かれたのですけれども、その前も多分参加されていらっし

ゃると思いますが、毎年これを開催し続けることで、各国の状況を常に、いいことも悪い

ことも場に出して議論する場を設定していることが価値があるのではないかと思いました。 

 特に非常に興味深かったのは、韓国から出席の方々の中に、別紙に書いてございますが、

パネリストのところに弁護士の方や大学の先生がいらっしゃる中で、ケーブルテレビ放送

協会の専務の方、それから韓国放送協会の政策室長という方が並んで座っておられて、た

またま私が質問したのですけれども、ケーブルテレビ放送協会の方がちょっとお話しされ

た後で、３０年来いろいろ自由にやらせていただいた中で、だんだん紛争が多くなってき

たという状況を率直に話されて、その点について御質問させていただきましたところ、放

送協会の方から非常に予想外の詳細なお答えをいただいて、とてもびっくりしました。そ

れを聞かせていただいただけで、率直に回答してくださっているなという状況を目の当た

りにして、とても良い取り組みをされているという印象を得ました。どうもありがとうご

ざいます。 

 あとは詳細を浅井さんからお願いいたします。 

【浅井上席調査専門官】  それでは、お配りしております資料４を用いまして報告させ

ていただきたいと思います。 

 今、各務委員からも御紹介がありましたけれども、先月、１１月２日から４日の間、各

務先生に同行しまして、韓国ソウルに出張してまいりました。２日に韓国入りしまして、

翌３日、資料の３番ですけれども、午前中に参加５カ国のプレゼンテーターを対象として、

ホスト国の韓国放送通信委員会、ＫＣＣから韓国の放送市場の現状と課題の御説明があっ

て、午後にフォーラムが行われております。 

 その概要を簡単に御紹介したいと思います。（６）の概要というところですけれども、ま

ず予備セミナーにおいて、ＫＣＣから韓国の放送市場の現状と課題の説明がありました。

韓国の放送市場の規模は８４.７億ＵＳドル、これは日本円に換算しますと大体６,５００

億円程度になります。日本の放送市場の規模が大体３兆８,０００億円程度でございますの

で、５分の１程度と考えていただければいいと思います。その放送市場のプレーヤーとし

ましては、地上放送事業者が６０社、ＩＰＴＶ事業者が３社、ケーブルテレビ事業者が９
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４社存在しているということでした。 

 また、今後のＫＣＣの課題として幾つか挙げられましたけれども、そのうちの大きな課

題として、今急速に普及していますスマートメディア、これはスマートフォンですとかタ

ブレットＰＣ、スマートテレビといったものですけれども、こういったものを放送分野、

電気通信分野、どちらに分類していくのか、もしくは新しい分類体系が必要なのか、さら

には、それに対してどのような規制が必要、適当であるかといったことが今後検討が必要

になるということが問題として提起されております。 

 ページをめくっていただきまして、午後の調停フォーラムにおいては、セッションⅠに

おきまして、これは毎回テーマを決めて、各国のプレゼンテーターがそれについて自国の

制度、事例を紹介しておりますけれども、今回は「地上放送の再放送の紛争と調停事例」

というテーマが与えられまして、日本、カナダ、イギリス、フランス及び韓国から各国の

紛争処理の枠組み、事例等についてプレゼンテーションが行われました。 

 プレゼンテーションの要点を簡単に御紹介したいと思います。まず、日本からは各務委

員からプレゼンを行っていただきまして、ケーブルテレビ事業者等が地上テレビジョン放

送の区域外再放送を実施しようとする場合に、放送事業者の同意が得られないことによっ

て紛争に発展する場合があるということ、これらの紛争の処理スキームとしましては、本

年６月から当委員会の対象になったあっせん・仲裁、さらには総務大臣による裁定を利用

することができますという御説明をしていただきました。また、日本における事例の紹介

としまして、事例としてはこれまで裁定しかありませんので、過去の裁定の状況を紹介し

ていただいたところです。 

 カナダからは、カナダのＡＤＲ部局長がお越しになっていまして、カナダ・ラジオテレ

ビ電気通信委員会では２０１０年度に１９件の事案に対応したということでした。また、

これらの事案を通じて、紛争解決のために重要かつ効果的な取り組みの紹介がありました。

その中では、事案へ早期介入すること、また、紛争事案において何が主要な論点であるか

をまず把握して、議論の焦点をそこに合わせるといったポイントが紹介されております。 

 イギリスからは、Ofcomの競争政策グループの委員がお越しになっておりまして、Ofcom

では近年、再放送に関する苦情ですとか紛争の取り扱いはありませんということでしたけ

れども、最近、ＢＢＣを中心とした公共放送事業者から再放送料金に関する現在の取り決

めの見直しが必要ではないかということが、正式なOfcomに対する申請ではなくて、市場に

おいて主張されているといった市場の現状を紹介していただきました。 
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 フランスからは、ＣＳＡでは２００４年、７年前から視聴覚事案、これは放送事案です

けれども、これに関する紛争解決処理手続を導入したということでした。対象としまして

は放送事業者、ケーブルテレビ事業者などの間におけるテレビジョン放送、ラジオ放送の

料金の条件に関する紛争調停を行っているということです。また、制度導入から現在まで、

再放送に関する１件の事案の紹介がございました。 

 最後にホスト国の韓国からプレゼンがありました。韓国では放送についてはＫＣＣの中

にあります放送紛争調停委員会が、事業者間の紛争についてあっせんを実施しております。

２００８年以降１７件の事案を処理しています。また最近、著作権法に違反して違法に地

上放送を再放送したとして、地上放送事業者がケーブルテレビ事業者を提訴した事例があ

りましたので、その事例についての紹介がありました。 

 ページをおめくりいただきまして、各国からのプレゼンの後に、韓国の有識者及び事業

者代表者の間でパネルディスカッションが行われまして、それぞれコメントや質問を織り

まぜて発表がありました。 

 順番に御紹介したいと思いますけれども、まずオ弁護士からは、これは韓国の制度につ

いてですけれども、地上放送の再放送の解決に当たっては、今は事後的紛争処理機能だけ

しかないですけれども、事前に紛争を防ぐ仕組みづくりが必要ではないかというコメント

がありました。 

 次に、ホン教授からは、各国のプレゼンテーターに対して質問がありまして、日本に対

しては、大臣裁定において再放送の対価についてはどのように決定されているのか、また

裁定内容に事業者で不服がある場合はどのように対応することができるのかという質問が

ございまして、これに対して当方からは、大臣裁定は、同意しないことについて正当な理

由があるかどうかを判断するものであること、その正当な理由の有無の判断においては、

対価の問題は考慮されていないことを説明しております。また、裁定に不服がある場合は、

総務省に設置されております審議会に対する異議申し立て及び司法の判断を求めることが

可能であることを説明しております。 

 次のユン教授からは、韓国の再放送問題の解決にはこれまでなかなか有効な手段がなか

ったので、韓国放送通信委員会に強制力のある手段を付与する制度改正が必要ではないか

という自国の紹介がございました。 

 ここまでが有識者の発言でしたけれども、その下の２つ、今各務先生からも御紹介いた

だきましたけれども、韓国ケーブルテレビ放送協会の専務と、その後が韓国放送協会の室
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長ということで、事業者を代表する方のコメントがありまして、先ほど韓国のプレゼンの

ところでも紹介しましたけれども、地上放送事業者がケーブルテレビ事業者を提訴してい

る事案を念頭に置いて、ケーブルテレビ放送協会の専務からは、ケーブルテレビ事業者が

地上放送の再放送を行うことによって地上放送の普及にも大きな貢献をしているではない

か、両者が享受している利益を金額換算して、より大きな利益を得ているほうが対価を支

払うべきではないかという発言がございました。 

 その次に、地上放送側の代表者としまして韓国放送協会の政策室長から、地上放送の再

放送の紛争の関心は著作権の問題であると。韓国は２０１２年、来年１２月末に完全デジ

タル移行しますけれども、デジタル放送時代を迎えるに当たって著作権を守る必要がある

という発言がございました。 

 以上がフォーラムの紹介ですけれども、次に４ページをおめくりいただきまして、翌日

１１月４日にＫＴ、これは韓国の最大手の通信事業者でございますけれども、そのメディ

アセンターを訪れまして、韓国のＫＴではＩＰＴＶというサービスを行っておりまして、

これは非常に今韓国で普及しておりますけれども、そのオペレーションルームを見学しま

した。ＫＴからＩＰＴＶサービス、「olleh TV」という商品名で売っておりますけれども、

その紹介があった後、意見交換を行っております。 

 簡単に概要を御説明いたしますと、２００８年１１月に韓国ではＩＰＴＶサービスを開

始、全国展開しております。これはＫＴ以外に２社指定されておりまして、３社において

行っているということです。現在加入者は２３０万人以上、さらに、「ＩＰＴＶ＋衛星放送」

の新サービスを行っておりまして、１日平均３,５００人、１カ月に１０万人の加入者が増

加して、非常に急速に普及しているということでした。 

 このＩＰＴＶというのは、９万本のＶＯＤ、ビデオオンデマンドを利用できる。さらに

は１３０チャンネルを通じて９０以上の双方向サービスを行うサービスだということです。

さらには、ＫＴのサービスの特色としまして、３万７,０００本に及ぶ教育関連のＶＯＤの

利用が可能ですという御紹介がありました。 

 さらに、現在タブレットＰＣやスマートフォン向けのコンテンツ配信も計画していると

いう紹介がありました。ＩＰＴＶの１３０チャンネルの中には、ソウル及び各地方の地上

放送の再放送を含んで行っているということでございました。 

 報告としては以上でございます。 

【坂庭委員長】  どうもありがとうございました。ただいまの御説明につきまして、何
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か御質問等ございましたらお願いいたします。 

【尾畑委員】  じゃあ、よろしいでしょうか。 

【坂庭委員長】  どうぞ。 

【尾畑委員】  どうも日本で今、先日来いろいろ議論されていることと、ほかの国で議

論されていることが大分ギャップというか、論点が随分違うように思うのですけれども、

日本の、例えば民放連とケーブルテレビの対立とか、そもそも地域ごとになっているみた

いな状況であるとか、そういったものは他国の場合は……。 

【各務委員】  説明させていただきましたが、日本の放送対象地域はこの狭い国土の中

で非常に細分化されて、県単位になっているという事実があって、それは他国にはないこ

とでしたので、説明が必要な点でございました。 

 地域ごとの歴史の中ではぐくまれてきた地域のバックグラウンドを理解していかないと、

なかなか現在のあっせんの状況をすぱっと判断するわけにはいかないということを、晩さ

んのときに他国の方とお話しいたしました。 

【尾畑委員】  わかりました。 

【坂庭委員長】  あと、浅井さんの説明で、韓国でもやっぱりケーブルテレビと放送局

の地上放送ですか、その話があるみたいですが、日本と似ている部分もあったり、違う部

分もあったりするんでしょうか。 

【浅井上席調査専門官】  制度が違いますので一概に比較できないと思いますけれども、

韓国とは似通ったところがございまして、まず今回紛争に発展した要因としまして、地上

デジタル放送を迎えるに当たって、これまでアナログ時代は無料で、著作権についても黙

認していたことがありますけれども、新しいデジタル時代を迎えて著作権を主張すべきだ

という態度に変更して、著作権についての請求を行うようになったことは似通った部分も

あるかと思います。 

 さらに、放送対象地域も、韓国は複数に分かれておりまして、区域外再放送という概念

において、自分の区域以外のところから放送を持ってきて流すことにおいて紛争が起こっ

ていると。 

【坂庭委員長】  それは、じゃあ日本と似ているわけですね。 

【浅井上席調査専門官】  そうですね。韓国は似たところがあると考えております。 

【坂庭委員長】  それで、利益をたくさん受けているほうがたくさんお金を払うべきだ

というお話がケーブルテレビの方からあったという報告でしたけれども、これは、地上波
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のほうがたくさん利益を受けているという結論だったわけですか。 

【浅井上席調査専門官】  実際の提訴の結果ですけれども、１０月末に高裁判決があり

まして、これはフォーラムとは関係ないのですけれども、再放送は実際違法であるという

判決が下ったと。ケーブルテレビ側に再放送を中止して、１日大体１億５,０００万ウォン、

これは日本円で１,０００万円程度なのですけれども、不足金を支払うべきだという判決が

１０月にあったと聞いております。 

【坂庭委員長】  ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。 

 これは３年前に始まった会議かと思いますけれども、この会議自体は地味な会議なのか

もしれませんけれども、要するに韓国、あるいは中国もそうかもしれませんけれども、国

際戦略として非常に積極性を持ってやっているなという印象を感じました。 

 国際的に意見交換をするという意味では、各務先生もおっしゃっていましたけれども、

非常に役に立つ部分があるのではないかと思います。 

 ほかにございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

【白井特別委員】  この会議はアメリカは入っていないのですか。 

【浅井上席調査専門官】  今回は、当初、アメリカも参加を予定していましたけれども、

急遽ＦＣＣの都合が悪くなってカナダに変更になったということでございます。 

【白井特別委員】  そうですか。 

【坂庭委員長】  去年、おととしはアメリカは出ていたのですか。 

【浅井上席調査専門官】  ええ、去年はアメリカは参加しております。 

【坂庭委員長】  よろしゅうございますでしょうか。 

 それでは議題３は終わりにさせていただいて、議題４の電気通信事業分野における競争

状況の評価２０１０の概要ということで、お願いしたいと思います。どうもありがとうご

ざいました。 

 

＜議題（４）電気通信事業分野における競争状況の評価２０１０の概要につい

て（総合通信基盤局からの説明）【公開】＞ 

【坂庭委員長】  それでは議題４に移らせていただきます。本件につきましては、総務

省総合通信基盤局事業政策課の犬童市場評価企画官から御説明をいただくことになってご

ざいます。それでは資料５でございますが、よろしくお願いします。 

【犬童市場評価企画官】  総合通信基盤局の犬童でございます。よろしくお願いします。
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資料５に基づきまして、電気通信事業分野における競争状況の評価２０１０の概要につい

て説明させていただきます。単に競争評価と言っていますが、競争評価２０１０につきま

しては、今年９月に公表したものでございます。 

 １ページ目でございますけれども、競争評価の背景でございますが、２００３年、平成

１５年に事業法を大きく改正しまして、参入規制を登録・届出制に移行する等の改正を行

ったのですけれども、この改正によりまして、事後規制を基本とする体制になったことも

ありまして、市場の競争の状況を常に把握する仕組みが必要ではないかということが課題

になりまして、こういった状況を踏まえまして、２００３年度から毎年度、競争評価を実

施しているものでございます。 

 評価の結果につきましては、ＥＵも同じような競争評価をやっていますけれども、ＥＵ

の場合は競争評価の後に、問題があった場合にはすぐに規制に反映する形になっています

が、日本では規制との直接のリンクはございませんで、単に政策立案の基礎データとして

活用する形になっております。 

 これまでの取り組みでございますけれども、２００３年から２００５年までを第１期と

して３年間、競争評価の試行的な位置づけで始めていまして、第２期の２００６年から、

ここにありますように定点的評価、これは毎年継続的に、定点的に把握していくもの、そ

れから戦略的評価といいまして、その時々のテーマに応じて評価を行うものということで、

この２本立てで２００６年から開始しております。 

 ２ページ目に移っていただきまして、競争評価の実際の手順でございます。競争評価の

全体像を定める基本方針を定めるのですが、この基本方針と、それに基づきまして毎年度、

どういった市場を具体的に評価していくかという、実施細目がありますけれども、この基

本方針と実施細目について、例年１２月ごろ、今ごろですけれどもパブリックコメントに

かけまして、作業を開始いたします。パブリックコメントの終了後、情報収集、あるいは

競争状況の分析、評価を行っていくのですけれども、おおむね翌年度の６月ごろ報告書案

をパブコメにかける形になっておりまして、大体９月ぐらいにパブコメ結果を踏まえまし

て確定することになっています。 

 この手順の中で、競争評価アドバイザリーボードとありますけれども、中立的かつ専門

的な見地からの助言ということで、有識者の方々にアドバイザリーボードとして評価を議

論いただいているところでございます。３ページ目が、そのアドバイザリーボード構成員

のリストでございます。 
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 ４ページ目に移っていただきまして、ここからは競争評価２０１０の中身でございます

けれども、大きく３つに分けてございまして、第１点が毎年定点的に評価する定点的評価

でございます。定点的評価の中には４つございまして、固定電話領域、具体的なサービス

としては固定電話サービス、それから中継電話サービス、マイラインとかマイラインプラ

ス、通話の時に事業者を選べるようになっているものでございますが、それから０５０－

ＩＰ電話といったサービスを固定電話領域として評価しております。 

 ２つ目の移動体通信領域、これは携帯電話とＰＨＳをあわせて評価しております。 

 ３つ目のインターネット接続領域でございますけれども、これはブロードバンド全体の

市場を１つとしてとらえるものと、ブロードバンド市場の中で、個別の部分市場としまし

てＦＴＴＨ市場、ＡＤＳＬの市場、ＣＡＴＶインターネットの市場、それからＩＳＰの市

場と、部分市場を分けてとらまえております。 

 ４つ目の法人向けネットワークサービス領域でございますが、これは、本社と支社を結

ぶとかいった、事業者間を結ぶＷＡＮサービスとか、あるいは専用線サービスといったも

のを市場としてとらえて評価しております。 

 第２編に移りまして戦略的評価でございますけれども、最近スマートフォン、タブレッ

トＰＣの普及が著しいこともありますので、携帯電話、スマートフォン、タブレットＰＣ

の需要代替性の調査を本年度の戦略的な分野として取り上げております。 

 第３編は、これまでの競争評価をもう一度見直しまして、最近の市場動向を踏まえまし

てあり方を見直しているものでございます。 

 ２枚めくっていただきまして、５ページ目ですけれども、定点的評価の結果でございま

すが、まず固定電話領域でございます。上の二重線の四角に囲まれているところが基本的

なデータでございまして、固定電話市場としまして、ＮＴＴ東西の加入電話、直収電話、

これはＮＴＴ以外の事業者がみずから回線を引き込んでサービスする、あるいはＮＴＴ東

西から回線を借りて電話サービスをするといったものです。それからＣＡＴＶ事業者がや

っているＣＡＴＶ電話、光ファイバを使った０ＡＢＪ－ＩＰ電話といったものをあわせて

集計しております。 

 全契約数は５,７４７万で、固定電話としては減少傾向になっております。このうち、光

ファイバの伸びに伴いまして、０ＡＢＪ－ＩＰ電話のみが急増しておりまして、１,７９０

万ということで、２３.２％増となっております。事業者のシェアにつきましては、ＮＴＴ

東西が８０.８％で、前期比２ポイント減。あと、設備のシェア、これもＮＴＴ東西のシェ
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アですけれども、メタル回線については９９.９％、光ファイバについては７７.２％とい

う数字になっております。 

 中継電話市場でございますけれども、これは市内、県内市外、県外、国際とも減少傾向

になっております。 

 それから次の０５０－ＩＰ電話、これはＡＤＳＬとあわせて電話サービスを行うメタル

回線をベースとしたものですけれども、これも減少傾向にありまして、１０％減の７７６

万となっております。０５０－ＩＰ電話の上位３社のシェアでございますけれども、ここ

にありますとおり８４.８％でございます。 

 こういったデータをもとにしまして、下の枠でございますけれども、ここで評価を書か

せていただいております。左のほうから領域、主な画定市場とありますが、上の固定電話

市場をまず見ていただきたいのですけれども、ＮＴＴグループのシェア市場集中度とあり

ますけれども、ＮＴＴグループのシェアは上にありましたように８０.８％と、減少傾向に

あります。 

 その下の６,６４３という数字がありますが、これは市場集中度といいまして、ハーフィ

ンダール・ハーシュマン指数でございます。市場の各事業者のシェアを２乗しまして、そ

れを合計した数字でございます。例えば独占の市場であれば１社ですので、１００％を２

乗して１万という数字が出てくることになります。最大が１万で、理論上は完全市場の場

合はゼロになりまして、ゼロから１万の間の数字が出てくるものでございます。 

 こういった数字をもとに、その他の勘案要素としまして、契約数が全体で減少傾向にあ

る中で、０ＡＢＪ－ＩＰ電話は増加傾向にある。一方で、ＮＴＴ東西のシェアは減少傾向

にあるものの、依然として８０％を超える高いシェアで推移しております。そういうこと

も踏まえまして、ＮＴＴ東西は不可欠設備ということでメタル回線を保有していますけれ

ども、市場支配力を行使し得る地位にはあるとさせていただいております。 

 一方で、第一種指定電気通信設備に係る規制等がございますので、実際に市場支配力を

行使する可能性は低いのではないか。ただし、メタルから光ファイバへのマイグレーショ

ンが進む中で、ブロードバンド市場へのレバレッジの懸念があるのではないかと記載させ

ていただいております。 

 それから、下の中継電話でございますが、これは市内、県内市外、県外、国際と見てお

りますけれども、契約数は、全区分でＮＴＴグループのシェアが、国際を除きまして減少

傾向にあります。シェアの高さから、ＮＴＴグループは単独、またはグループの協調によ
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る市場支配力を行使し得る地位にはあると考えますけれども、市場自体が縮小傾向にある

ということで、実際に行使する可能性は低いとさせていただいております。 

 ０５０－ＩＰ電話でございますが、利用番号数はここ数年減少傾向にあるのですけれど

も、上位３社のシェア、ハーフィンダール・ハーシュマン指数とも依然として高い状況に

なっております。これらを踏まえまして、上位３社がシェアについてはほぼ横ばいでござ

いますので、複数事業者が協調的に市場支配力を行使し得る地位にはあると考えておりま

すが、これも市場自体が縮小傾向にあるということで、市場支配力を行使する可能性は低

いと考えております。 

 ６ページ目はデータでございますので飛ばしていただきまして、７ページ目でございま

す。移動体通信領域の評価でございますが、移動体通信につきましては携帯電話、ＰＨＳ、

ＭＶＮＯも含みますけれども、あわせて市場として評価しております。全契約数が１億２,

３２９万で６％の増。そのうち携帯電話が１億１,９５４万、６.２％増ということで、一

方でＰＨＳは３７５万の８.８％減となっております。これは２０１０の評価でございます

ので、２０１１年３月時点の数字を使っていますので、ＰＨＳはこの時点では減少してお

りますけれども、今年の震災を受けまして、ＰＨＳのほうがつながりやすかったという事

態もありまして、最近ではＰＨＳが、減少というよりは増加に転じている状況になってい

ることだけ申し述べさせていただきます。 

 事業者別の契約数とシェアはここにあるとおりでございますが、特徴的なところはソフ

トバンクモバイルで１.８ポイント増ということで、２０.６％と増えてきているところが

大きなところかと思います。上位３社のシェア、ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ、ソフトバンク

モバイルですけれども、９４.５％ということで、かなり高いシェアとなっております。 

 このデータを踏まえまして、下の評価でございますけれども、契約数自体は増加傾向に

あるのですが、ＮＴＴドコモのシェアは依然として高い状況にあります。あわせて上位３

社のシェアも極めて高い状況にありますので、複数事業者が協調的に市場支配力を行使し

得る地位にはあるととらえております。ただし、第二種指定電気通信設備に係る規制の存

在や、最近のスマートフォン等の新しい端末サービスの導入で競争的な市場環境になって

いることがありますので、実際に市場支配力を行使する可能性は低いと書いております。 

 今後の留意事項で、一番右側にありますとおり、移動体通信領域につきましては、通信

レイヤー以外の上位レイヤーであるコンテンツ、プラットフォームレイヤー、あるいは下

位の端末レイヤーとの業務提携、資本関係等がございますので、このあたりのビジネスモ
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デルを見ていかないと移動体通信領域は正確に把握できないのではないかということで、

留意事項として書かせていただいております。 

 続きまして、８ページ目はデータで飛ばしていただきまして、９ページ目でございます。

インターネット接続領域の分野でございます。まずブロードバンド市場全体、ＦＴＴＨ、

ＡＤＳＬ、ＣＡＴＶインターネットの合計でございますが、全契約数は３,４１１.１万で

３.８％の増加でございます。１つポツを飛ばしていただきまして、事業者別のシェアでご

ざいますが、ＮＴＴ東西については１.７ポイント減の５２.５％となっております。 

 ブロードバンド市場の中のＦＴＴＨ市場でございますけれども、全契約数は２,０２３.

６万で１３.８％増、事業者別についてはＮＴＴ東西は７４.４％で、増減はございません。 

 こういったデータを踏まえまして、下の評価のところでございますが、まずブロードバ

ンド全体でございますけれども、契約数は増加傾向にある中、ＮＴＴ東西と他社とのシェ

アは依然として差が大きい状況にございます。設備面でもＮＴＴ東西のシェアが高いこと

もありまして、ＮＴＴ東西は単独で支配力を行使し得る地位にはあると考えております。

あわせて、ＮＴＴ東西の設備面での優位性から、固定電話市場からのレバレッジの懸念が

あると書かせていただいております。 

 続きましてＦＴＴＨ市場でございますが、ＦＴＴＨ市場につきましてもブロードバンド

市場同様、契約数は増加傾向にある中、ＮＴＴ東西が高いシェアを維持しております。Ｎ

ＴＴ東西が設備面でのシェアも高いことを踏まえまして、単独で市場支配力を行使し得る

地位にあると書かせていただいております。ただし、第一種指定電気通信設備に係る規制、

ＣＡＴＶインターネットとの競争関係、あるいは今後の移動系との競合から、市場支配力

を行使する可能性は低いと見ております。ＦＴＴＨ市場についても、固定電話のメタル回

線からのレバレッジの懸念があると書かせていただいております。 

 次のページに移りまして、インターネット接続領域の続きでございますけれども、ＡＤ

ＳＬ市場でございます。契約数は８２０.１万ということで１５.８％減、メタル回線が減

っていく中でＡＤＳＬ市場も減少傾向にあります。一方で、ＣＡＴＶインターネットにつ

いては５６７.４万で、６.８％の増加傾向にございます。 

 ＩＳＰ市場でございますけれども、契約数については１２.７％増の４,０２０.７万にな

っております。ＩＳＰ市場の事業者別のシェアでございますが、ＮＴＴ系、非ＮＴＴ系と

も大体３割から４割ぐらいの数字で推移しているところでございます。上位３社のシェア

でございますが、ここにあるようにＮＥＣビッグローブ、ＮＴＴコミュニケーションズ、
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ソフトバンクＢＢの合計が４９.３％と高い数字になっております。 

 これらのデータを踏まえまして、下に評価がありますけれども、ＡＤＳＬ市場について

は、契約数は減少傾向にある中、事業者別のシェアはほぼ横ばいとなっております。ＮＴ

Ｔ東西はメタル回線の設備シェアが高いこともありまして、市場支配力を行使し得る地位

にあると書かせていただいておりますけれども、実際にはＡＤＳＬ市場は縮小傾向にござ

いますので、市場支配力を行使する可能性は低いと考えております。 

 続きましてＣＡＴＶインターネットでございますけれども、ＣＡＴＶインターネットに

ついては契約数は増加傾向にあります。その中で、上位３社シェアは１.５ポイント増にな

っておりますが、実際にはＣＡＴＶインターネットとＦＴＴＨ市場との競争関係、あるい

はＣＡＴＶ事業者の地域独占的な性格等から、実際に市場支配力を有する事業者は存在し

ないと位置づけております。 

 続きましてＩＳＰ市場でございますけれども、契約数は増加傾向にある中、上位３社の

シェア、ハーフィンダール・ハーシュマン指数とも近年減少傾向にあり、実際こういった

数字を見まして市場支配力を行使し得る地位にある事業者は存在しないととらまえており

ます。 

 １１ページ目、１２ページ目はデータでございまして、１３ページ目に移っていただき

ます。法人向けのネットワークサービス領域ということで、まずＷＡＮサービス、ワイド

エリアネットワークサービス市場でございますけれども、５.９％増の９６.５万、事業者

別のシェアとしては、ＮＴＴ東西が３７.３％と０.５ポイント増、ＮＴＴコミュニケーシ

ョンズが２３％、１.０ポイント減となっております。 

 一方で、専用サービス市場、専用線の市場でございますが、全契約数は７２.３万となっ

ております。そのうち、ＮＴＴ東西のシェアが９１.９％と高い数字になっております。そ

の下に、接続専用回線を除いた場合とありますが、接続専用回線とはＮＴＴ東西以外の事

業者が、主に自社の足回り回線としてＮＴＴ東西から回線を借り受けてサービス提供を行

っている場合がございまして、その数字もＮＴＴ東西のシェアに入れていますので、実際

に、電気通信事業者向けではなくユーザー向けに提供しているもので見た場合は契約数は

８.３万で、ＮＴＴ東西シェアは４３.５％という数字になっております。 

 これらの数字を踏まえまして、下の評価でございますけれども、ＷＡＮサービスについ

ては上位３社のシェアが拮抗しているということで、複数の事業者が協調的に市場支配力

を行使し得る地位にあると言えますけれども、実際には第一種指定電気通信設備に係る規



 -20- 

制やその他の競争圧力によって、行使する可能性は低いと書かせていただいております。 

 次の専用サービスでございますけれども、契約数はほぼ横ばいである中、ＮＴＴ東西の

シェアは依然として高く、他事業者の足回り用に提供される接続専用回線を除いても４３．

５％で、単独で市場支配力を行使し得る地位にあるのではないかと考えております。ただ

し、この市場においてもＷＡＮサービスとの競争関係もありまして、市場支配力を行使す

る可能性は実際には低いととらまえております。 

 １４ページ、１５ページ、１６ページまでデータでございます。 

 以上が定点的評価でございまして、続きまして第２編の戦略的評価でございます。１７

ページ目でございますけれども、本年度の戦略的評価につきましては、先ほど申し上げま

した携帯電話端末、スマートフォン、タブレットＰＣの需要代替性の調査ということで、

アドバイザリーボードのメンバーの１人でいらっしゃいます京都大学の依田先生に調査を

お願いして行ったものでございます。 

 評価の目的にありますように、移動体通信市場をめぐる環境が大きく変化しているとい

うこともあります。その中で無線の高速ブロードバンド化、あるいは端末の高機能化、多

様化等々、いろんなビジネスモデルが様変わりしてきている。こういった中で、移動体通

信端末の中心となっていくと考えられるスマートフォン、タブレットＰＣの動向を把握す

ることは、移動体通信サービス市場の競争評価にとっても重要でございますので、スマー

トフォン、タブレットＰＣと従来型の携帯電話の消費者選好の分析を実施したものでござ

います。 

 下の表にありますように、スマートフォンの出荷台数、これは前のデータでございます

が、２００９年で２３４万台、最近の動向では、２０１１年度の出荷台数は、スマホは大

体２,０００万台と予測されておりますし、２０１５年にはそれが３,０００万台を超える

のではないかと言われている状況でございます。一方でタブレットＰＣにつきましては、

２０１１年度で大体１４４万台、２０１５年度には７３８万台という形になってくるかと

思っております。 

 こういったデータもございますので、分析を行ったのですけれども、その分析結果は１

８ページ目でございます。分析としましては２つ行っておりまして、まずアンケート調査

による定性的な分析を１つ行っております。アンケート調査は約２,０００ぐらいのサンプ

ルをとっております。それから、定量的な分析としましてコンジョイント分析を使いまし

て、定量的な傾向もあわせて把握しております。 
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 まず定性的な傾向でございますけれども、次回の買いかえ時にスマートフォンのシェア

は当然上がりますが、ただちにスマートフォン端末への移行が進むわけではないと、数字

としては出てきております。また、利用用途別でございますけれども、通話、メール、電

子マネーのような基本サービスについては従来型の携帯電話端末が支持されております。

一方でウェブ、スケジュール帳、住所録等々の応用サービスについてはスマートフォン端

末、それからオフィスアプリ、電子書籍のようなＰＣ向けのサービスについてはタブレッ

トＰＣ端末が支持されている状況にございます。 

 一方で、定量的な傾向として、コンジョイント分析を使った分析でございますけれども、

スマートフォンの価格、機能を現行と同じものだと仮定した場合、次の買いかえ時に従来

型の携帯電話の保有者は同様の携帯電話端末、スマートフォン端末保有者はスマートフォ

ンを選ぶ確率が高いと出ております。この仮定に基づきまして、実際に買いかえサイクル

等を考慮すると、スマートフォン端末のシェアは２０１６年には約３０％になるという結

果が出ております。 

 続きまして、予想価格を現行の半額になる、それから予想機能を従来型の携帯電話端末

とスマートフォンの融合した機能になると仮定した場合については、全体的にスマートフ

ォンのシェアは２０１６年に約４０％になると考えられております。若干、想定した数字

とは低い数字が出ておりまして、まだ今年から始めた施策でございますので、いろんなパ

ラメーターのとり方とかをもう少し工夫する必要があるとアドバイザリーボードでは指摘

されておりまして、その辺も含めながら、来年度以降も引き続き実施していきたいと考え

ております。 

 以上が戦略的評価の結果でございます。 

 続きまして、今後の競争評価のあり方でございますが、１９ページ目でございますけれ

ども、まず、今後の定点的評価のあり方としまして、１つ目の今後の定点的評価の対象で

ございますが、パブリックコメント等では、小売市場だけではなくて事業者間の卸の市場

も見るべきではないかという話がありましたが、一応これまでも、定点的評価については

政策の企画立案の参考として小売市場全体を見るということで続けておりますので、引き

続き小売市場を対象として行いますけれども、今後重点的に見ていかなければいけないよ

うなＦＴＴＨ市場などについては、できるだけ事業者間の取引についても分析・評価の勘

案要素として取り扱っていくべきではないかと書かせていただいております。 

 ２つ目ですが、ＦＴＴＨ市場でございます。ＦＴＴＨ市場への最近の関心の高まり、そ
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れから「光の道」構想の推進という関係もございますので、従来の指標に加えまして、も

う少し幅広く、都道府県別に分析する、あるいは設備競争とサービス競争を分けて分析す

ることを勘案して行うとしております。 

 それから、３つ目が一番大きい分野でございますが、移動体通信につきましては、これ

までデータ通信という分野について取り上げていなかった経緯がございまして、今後は移

動体通信領域のデータ通信分野を追加するべきではないかということもございます。さら

に移動体通信のデータ通信につきましては、ビジネスモデルが上位下位レイヤーとの連携

が多様化しているということでございますので、実際に市場の分析評価に当たっては、上

位下位レイヤーの動向も補完的に勘案することも必要ではないかとしております。なお書

きにありますけれども、将来的には固定系と移動系のブロードバンドを一体的に市場とし

て見ていくことも必要ではないかと付記させていただいております。 

 一方で戦略的評価でございますが、競争セーフガード自体については、現在審議会でも

見直しが行われておりますけれども、その見直しの結果も踏まえまして、競争セーフガー

ドとの連携強化を深めたいと思っております。競争セーフガード自体は、パブコメを通じ

ていろんな意見を受け付けて、レビューをしていく仕組みになっているのですが、データ

的なものをインプットしていなかったこともありますので、そのデータ的なものについて

は、こちらの市場評価のデータを結果としてインプットしてはどうかということで、連携

強化を図っていきたいというものでございます。 

 最後のページは見直しの概念図ということで、左側が現行でございます。それから右が

見直し案ですが、ここで大きく変わっているのが、下半分で、現行のところはデータ通信

は固定のみしかまだ見ていなかったところで、最近はやっぱりスマートフォン、タブレッ

トＰＣ等々の普及も踏まえまして、データ通信については右側の見直し案にありますよう

に、移動系についてデータ通信を設けたいというのが大きく変わっているところでござい

ます。 

 駆け足で申し訳ありませんが、説明については以上でございます。 

【坂庭委員長】  どうもありがとうございました。それでは、ただいまいただいた御説

明に関しまして、質問、御意見がございましたらお願いいたします。 

 ちょっと僕は良くわかっていないのですけれども、ここでタブレットＰＣというのは、

要するにＰＣの中のタブレットというよりは、スマホの大きいものみたいな感じなんでし

ょうか。 
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【犬童市場評価企画官】  そうですね。携帯型のｉＰａｄみたいなものをイメージして

います。 

【坂庭委員長】  わかりました。他にいかがでしょうか。よろしゅうございますでしょ

うか。 どうもありがとうございました。それでは、これで議題４は終了とさせていただ

きます。 

（犬童市場評価企画官退室） 

 

＜議題（５）その他【公開】＞ 

【坂庭委員長】  続きまして、議題５、その他でございますが、事務局から何かござい

ますでしょうか。よろしくお願いします。 

【濵﨑上席調査専門官】  事務局でございます。本年の会合につきましては、今回が最

後になるかと思われます。１年間どうもありがとうございました。 

 年明け以降、次回の会合の日程につきましては、また別途調整の上、ご案内させていた

だきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。 

【坂庭委員長】  どうもありがとうございます。 

 それでは、以上で公開の議題はすべて終わりになります。傍聴者の方には恐縮ですが、

御退室をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

（傍聴者退室） 

 

＜議題（６）あっせん事案について【非公開】＞ 

※この部分については、非公開にて開催した。 

  

＜閉会【非公開】＞ 

※この部分については、非公開にて開催した。 

 

‐以上‐ 


